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国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 106)　

■
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
で
高
額

　
な
医
療
費
の
自
己
負
担
を
軽
減

　●
申
請
に
必
要
な
も
の

■ 

入
院
中
の
食
事
代
（
標
準
負
担

額
）
の
減
額
に
つ
い
て

高額な医療費と食事代
の負担額について

詳しくは町住民生活課にお問い合わせください

町
税
等

町税務課　TEL 096‒234‒1112（内線 111）　

■
町
税
な
ど
の
延
長
後
の
納
期
限
は

　
８
月
31
日
（
水
）
で
す

▼
納
期
限
の
延
長
の
対
象
と
な
る
税
目

◯
固
定
資
産
税
（
共
有
名
義
分
）

◯
軽
自
動
車
税

◯
町
税
等
（
個
人
町
民
税
、
固
定
資
産

　
税
、
町
国
民
健
康
保
険
税
）

▼
延
長
後
の
納
期
限

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

TEL

熊本地震による町税等
申告等期限の指定

延 長 後 の 納 期 限 は ８ 月31 日（ 水 ）で す



町からのお知らせ　【８月】
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国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113 （内線 101）　

■
国
民
年
金
保
険
料
に
は
免
除
・
猶

　
予
制
度
が
あ
り
ま
す

①
免
除
（
全
額
・
一
部
免
除
）
申
請

②
納
付
猶
予
申
請

■
申
請
時
の
注
意
点
に
つ
い
て

▼
免
除
な
ど
が
申
請
で
き
る
期
間

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

保険料の免除・猶予には申請が必要です

国民年金保険料の
納付免除・猶予制度

男
女
共
同
参
画

町総務課　TEL 096‒234‒1140（内線 223）　

■
女
性
の
職
に
対
す
る
意
識
の
変
化

　
と
職
場
環
境
の
理
想
と
現
実

㌫

㌫

㌫

■
男
女
が
と
も
に
暮
ら
し
や
す
い
社

　
会
実
現
に
向
け
て

女性の就労の意識変化
と男性の長時間労働

女性の就労の意識の変化についてまとめた図


